
　

監
査
委
員
は
、
久
留
米
市
の
予
算
の

使
い
方
や
事
務
手
続
き
な
ど
を
毎
年
監

査
し
、
改
善
す
べ
き
点
な
ど
の
指
摘
や
、

今
後
の
事
業
の
あ
り
方
に
対
す
る
意
見

を
公
表
し
て
い
ま
す
。
令
和
２
年
度
に

実
施
し
た
監
査
の
概
要
は
、
次
の
通
り

で
す
。

定
期
監
査

　

市
の
全
て
の
部
局
の
事
務
や
財
務
に

つ
い
て
監
査
を
し
ま
し
た
。
お
お
む
ね

適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一

部
の
課
に
指
摘
を
行
い
ま
し
た
。

　

事
務
監
査
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
休
暇
付
与
日
数
が
誤
っ
て
い
る
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

財
務
監
査
で
は
、
郵
便
切
手
な
ど
が

受
払
簿
と
一
致
し
て
い
な
い
も
の
や
、

学
校
で
の
薬
品
管
理
が
徹
底
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

■

監
査
委
員
の
意
見

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
事
業
の
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
個
々
の
必
要
性
や
効
果

に
つ
い
て
徹
底
的
な
検
証
を
行
い
、
関

係
部
局
と
協
議
し
な
が
ら
必
要
に
応

じ
、
取
捨
選
択
を
行
う
な
ど
の
対
応
を

求
め
る
。

監査委員協議会での協議中の様子

事
業
の
見
直
し
・
事
務
効
率
化
推
進
を

令
和
２
年
度
の
監
査
結
果
を
公
表

７
月
13
日
㈫
に
発
送
予
定

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以

上
の
人
や
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
一
定

の
障
害
の
あ
る
人
が
加
入
す
る
医
療
制

度
で
す
。
保
険
料
に
は
、
世
帯
の
所
得

に
応
じ
た
軽
減
が
あ
り
ま
す
。
令
和
３

年
度
は
、
特
例
軽
減
と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
た
７
・
75
割
軽
減
が
、
７
割
軽
減

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
同
時
に
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
と
介
護
保
険

料
の
負
担
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

離
婚
後
に
ひ
と
り
親
が
受
け
取
る
養

育
費
の
受
給
率
は
、
全
国
的
に
低
い
状

況
で
す
。
養
育
費
を
確
実
に
受
け
取
る

た
め
に
必
要
な
文
書
作
成
や
保
証
契
約

の
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

公
正
証
書
等
作
成
支
援

　

養
育
費
の
取
り
決
め
に
つ
い
て
の
公

正
証
書
の
作
成
費
用
や
、
家
庭
裁
判
所

で
の
調
停
に
必
要
な
収
入
印
紙
代
な
ど

を
補
助
し
ま
す
。

■

補
助
対
象
公
正
証
書
を
作
成
す
る
公

証
人
の
手
数
料
。
家
庭
裁
判
所
で
の
調

停
、
裁
判
に
必
要
な
収
入
印
紙
代
な
ど 

■

給
付
額
上
限
３
万
円

養
育
費
保
証
支
援

　

養
育
費
の
未
払
い
が
生
じ
て
も
確
実
に

受
け
取
れ
る
よ
う
に
保
証
会
社
と
契
約
を

結
ぶ
と
き
の
費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す
。

　

今
年
度
の
納
付
通
知
書
は
、
７
月
13

日
㈫
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
保
険
料

の
納
付
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
原
則

で
す
が
、
申
請
す
れ
ば
口
座
振
替
に
変

更
で
き
ま
す
。

８
月
か
ら
は
紫
色
の
保
険
証

　

現
在
使
っ
て
い
る
水
色
の
保
険
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈯
ま
で
で
す
。

８
月
１
日
㈰
か
ら
は
、
７
月
下
旬
に
届

く
紫
色
の
保
険
証
を
医
療
機
関
の
窓
口

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
有
効
期
限
も
７
月
31
日
㈯
ま
で

で
す
。
８
月
１
日
㈰
以
降
も
対
象
と
な

る
人
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
7
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
健
康
保
険
課
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
０
３
０
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・
９

７
５
１
）

■

補
助
対
象
保
証
会
社
と
養
育
費
保
証

契
約
を
締
結
す
る
と
き
に
、
保
証
料
と

し
て
本
人
が
負
担
し
た
費
用　

■

給
付
額
上
限
５
万
円

　

申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
家
庭
子
ど
も
相
談
課
（
☎
０
９
４
２
・

３
０
・
９
０
６
３
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・

９
７
１
８
）

８
月
か
ら
は
紫
色
の
保
険
証
で
す

紫
色
の
保
険
証
と

納
付
通
知
書
を
郵
送

費
用
の
負
担
を
軽
く
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

ひ
と
り
親
の
養
育
費
確
保
を
支
援

行
政
監
査

　

市
が
事
務
局
を
担
う
任
意
団
体
の
事

務
に
つ
い
て
、
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い

る
か
監
査
を
し
ま
し
た
。

■

監
査
委
員
の
意
見

　

団
体
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ

ル
ド
が
長
期
間
行
わ
れ
て
い
な
い
。
団

体
が
行
っ
て
い
る
各
事
業
な
ど
が
市
の

施
策
推
進
に
寄
与
し
て
い
る
か
、
市
の

団
体
と
の
関
わ
り
は
適
正
か
、
そ
の
有

効
性
な
ど
も
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
現
金
な
ど
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
統
一
的
な
基
準
が
な
い
。
公
金

に
準
じ
た
事
務
処
理
を
行
う
な
ど
、
内

部
統
制
の
確
立
を
図
ら
れ
た
い
。

財
政
援
助
団
体
等
監
査

　

市
が
出
資
し
た
り
、
財
政
的
援
助
を

行
っ
て
い
る
団
体
の
事
務
や
財
務
に
つ

い
て
監
査
を
し
ま
し
た
。
お
お
む
ね
適

正
に
処
理
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　

　

財
務
に
つ
い
て
の
監
査
で
は
、
引
当

金
計
上
と
そ
の
取
り
崩
し
の
会
計
処
理

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

■

監
査
委
員
の
意
見　

　

当
初
設
立
目
的
と
現
在
の
事
業
内
容

が
か
け
離
れ
て
い
る
団
体
や
、
現
状
の

ま
ま
で
は
運
営
に
限
界
が
来
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
団
体
が
あ
る
。
市
所
管
部

局
と
と
も
に
、
実
態
に
合
っ
た
組
織
の

名
称
や
事
業
の
あ
り
方
、
事
業
継
続
に

係
る
支
援
策
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
。

　

監
査
結
果
は
、
本
庁
舎
地
下
１
階
行

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

問
監
査
委
員
事
務
局
（
☎
０
９
４
２
・

３
０
・
９
２
３
２
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・

９
７
１
８
）

公
証
役
場
で
公
正
証
書
を
作
成
し
ま
す
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